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要 旨

複式簿記は500年にわたり、貨幣的価値を検証可能にしてきた。あらゆる借方に貸方が対応し、対称

性が誤りを露呈させる。だが物理的な物質については、帳簿は片側しか閉じていない。インフロー

は現代のサプライチェーンの解像度で追跡される一方、アウトフローは種別を失った質量へと集約

され、会計上は「処分費」という一行に圧縮される。本稿は、この非対称の帰結が第一義的には測

定ではなく時間の問題であることを論じる。識別されない物質は焼却か埋立に流れ、人類の経済的

時間軸を桁違いに超える時間軸へと委ねられる。次に、この非対称を生んだ制約、すなわち人間の

証言に依拠し検証を常に部分的にとどめてきた高コストの信頼層が、直接観測・自律的解釈・改ざ

ん検知可能な記録基盤の収束によって、いま解除されつつあることを示す。そのうえで資源台帳を提

案する。五つの原理が連鎖をなし、各原理が前の原理の残す失敗モードを塞ぐ。すなわち、物理的

質量への複式簿記の拡張、観測を記入の起点とすること、自律的整合、新たに構造化した主権的需

要が支払う検証プレミアムによって協調した虚偽を不採算にすること、そしてネットワークが存在し

ない初日に最初のノードへ回収を与える適合層である。本稿は、分類・整列利害・許容・冷始動と

いう四つの未解決の問題を、続く研究プログラムとして名指して閉じる。

I .  非 対 称

あらゆる取引は二つの側面を持つ。複式簿記というこの原理は、500年にわたって貨幣的価値の会計

の基盤であり続けてきた。借方には貸方が、収益には対応する費用が、資産には負債と資本が対応

する。この対称性こそが、誤りを検出し、不正を露呈させ、経済活動の全体像を可視化する仕組み

である。この対称性なしに、現代の金融経済は成立しえない。

この原理は物理的質量に対しても、化学工学の物質収支やマテリアルフロー分析として、学術領域で

は展開されてきた。しかし運用レベルの会計標準としては、いまだ適用されていない。物理資源の流

れは、際立った非対称性をもって記帳されている。インフローには、サプライチェーンが提供する解
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像度で記録が存在する。アウトフローでは、有害廃棄物などの規制対象を除き、構造化された記録

は乏しい。同一の会計システムの中で、投入される物質は品目別、ロット別、数量別に追跡され

る。数十年にわたって洗練されてきたサプライチェーン管理は、人類が構築した最も精緻な産業情報

システムの一つを生み出した。しかし排出される物質は、立方メートル単位の体積、袋やコンテナ

の個数、もはや組成を判別できない混合物として、種別が失われた塊に集約される。会計のレベル

では、この集約された質量はさらに「処分費」という単一の勘定項目へと圧縮される。動脈側には

産業情報システムが整備されている。静脈側には、それに匹敵する体系が存在しない。

ルカ・パチョーリが複式簿記を体系化したのは、1494年である。貨幣はその年、複式の帳簿へと移

行した。物質は、いまだに移行していない。物質は、貨幣が500年前に卒業した簿記の上で、管理さ

れ続けている。

この非対称の帰結は、第一義的には測定の問題ではない。時間の問題である。物質が識別されない

まま帳簿の外に出るとき、それは再使用、再資源化、リサイクルの経路に乗ることができない。デ

フォルトの行き先は焼却または埋立となる。これらは物質を消滅させるのではなく、人類の経済的

時間軸から、それをはるかに上回る時間軸へと委ねる終点である。本来数年のうちに再循環できた

はずの物質が、数百年から数千年単位の回帰サイクルへと送られる。

この時間的委譲は、数十年にわたる産業活動の蓄積として、副作用ではなく構造的な仕組みとして

機能してきた。文明が再生可能な循環を、不可逆な枯渇に変換してきた仕組みである。その規模は

測定されている。世界経済に年間投入される物質は、およそ1,060億トン。そのうち再生資源が占め

るのはわずか6.9%であり、残る93%はバージン資源、すなわち新たに採掘され、伐採され、採取さ

れた物質である。しかもこの比率は、2018年の9.1%から低下し続けている。リサイクルされる量そ

のものは、増えている。だが、経済全体の資源投入がそれを上回る速度で増えるため、割合として

は後退する。帳簿の片側から出ていく質量の増加に、戻ってくる質量の増加が、追いついていな

い。可視化される症状、すなわち資源の希少化、廃棄物の蓄積、2025年時点で九つの惑星境界のう

ち七つが超過されている事実は、この仕組みが引き起こしたものである。循環経済の成立を決定す

る変数は、三つある。消費の速度、経済内に保持されるストック、そして回帰の時間である。前二

者は部分的に追跡されてきた。後者は、運用レベルの会計変数として扱われてこなかった。

I I .  収 束

転換は、技術の外側から始まった。2020年代後半、物理資源の政治的位置づけが構造的に変化し

た。それまで環境問題として扱われてきたもの、すなわち自主的な取り組み、ESG開示の枠組み、

サステナビリティという道徳的権威によって統治されてきたものが、経済主権の問いとして再定義さ

れた。ある主要輸出国が2023年以降、クリティカルミネラルの流出規制を段階的に強化した。ガリ

ウム、ゲルマニウム、黒鉛、アンチモン、タングステン、そして中・重希土類の一群、さらに希土類

やリチウム電池の加工技術が、順次その対象となった。商品として取引されてきた物質が、戦略的
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力の手段へと転じた。各国の国内に存在する廃棄物質は、それまでコストとして管理されてきた

が、国内供給源として再評価された。金属、プラスチック、有機物の都市的な蓄積は、もはや最低価

格で処理されるべき廃棄物の流れではなかった。それらは戦略的ストックであり、その正確な棚卸

しが国家的関心事となった。そして棚卸しは、検証を要求する。観測されない質量の上に、資源主

権は成立しない。検証できない備蓄は、備蓄ではない。

制度的応答は、枠組みから始まった。2025年11月の  COP30  で  World  Business  Council  for

Sustainable  Development  と  One  Planet  Network（UNEP  がホスト）が発表した  Global

Circularity Protocol は、企業が循環性を測定・管理・発信するための、世界初の自主的かつ科学的

根拠に基づく国際整合フレームワークである。欧州連合の Digital Product Passport は、2024年7

月に施行された Ecodesign for Sustainable Products Regulation のもとで2026年から2027年にか

けて段階的に導入が始まる。その基盤となる DPP レジストリは2026年7月までに整備され、製品単

位で最初に義務化されるのは、EU 電池規則に基づき2027年2月から適用されるバッテリーパスポー

トである。いずれも、製品レベルでの材料構成、原産地、エンドオブライフ経路の開示を求める。

ISO/IEC Joint Technical Committee 5 は2026年に設立され、デジタル製品パスポートのグローバ

ル標準を策定する。GS1  Digital  Link、識別子解決プロトコル、セクター別のデータオントロジー

は、組織と司法管轄を超えた物質情報交換の共通基盤へと収束し始めた。

これらの枠組みのいずれも、共通の前提に立っている。物理物質に関する情報、その組成、移動、

行き先が、信頼できるものとなりうる、という前提である。しかし、いずれの枠組みも、その信頼

の基盤そのものを構築していない。それらが規定するのは、何の情報を、どのフォーマットで、誰

が、いつ開示するか、である。その下にある物理的真実を、開示主体から独立に、どう観測し、記

録し、検証するかは、規定されていない。現状の構造は、自己申告と監査による主張を基層とし

て、その上に構造化された開示の層を載せたものである。基層そのものは、変わらず、物理的現実

に対する人間の証言である。2020年代の枠組みは、いかに精緻であろうとも、それらが暗黙に前提

とする信頼層なしに稼働している。

500年にわたる技術的な問いは、複式簿記をどう物理的質量に適用するか、ではなかった。物理的

質量に関する情報を、そもそもどうすれば信頼できるものにできるか、であった。複式簿記の原理

は、記録されたものが、起きたことを反映している、という前提に立つ。貨幣的取引については、

この前提を制度設計によって担保することができた。銀行、裁判所、会計事務所、法定監査が、相

互検証の連鎖を密に形成し、記録された数値が、その背後の取引とほぼ同義になるところまで近づ

けた。物理的質量については、これに相当する連鎖が存在しなかった。物質は、トラック、ゲート、

機械を通じて移動する。その移動は、人間によって証言される。検証は、別の人間が事後的に、サ

ンプル抽出で行うため、検証の頻度は低く、それ以上はコスト的に成立しなかった。マニフェストが

発明されて以来、この構造は変わっていない。人間が証言し、人間が監査する。検証コストが高す

ぎて、検証は常に部分的にしか行えない。
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この構造の到達点と限界を、日本ほど大きな規模で実証してきた国はない。日本は1990年代にマニ

フェスト制度を全面化し、排出事業者と処理業者が対になって交付・返送する証言型の対記入シス

テムを、30年以上にわたり、年間およそ7,000万件という世界最大級の規模で運用してきた。その運

転が示したことは、二つある。第一は、対象の限界である。この帳簿が覆うのは、第三者へ委託さ

れる産業廃棄物に限られる。事業所から日々出ていく可燃ごみ（事業系一般廃棄物、年間およそ

1,200万トン）は、一部の自治体が独自の管理票や減量計画を課す例外を除き、国の制度としての対

記入の外にある。そして産業廃棄物の側にも、同じ形の穴がある。マニフェストが発生するのは、

物質が第三者へ委託される瞬間だけであり、排出事業者が自らの敷地内で処理する分には、委託が

存在せず、したがって帳簿も存在しない。総排出量約3.7億トンのうち、マニフェストに載る委託分

は約1.6億トンで、半分に満たない。この帳簿は、移送しか記帳しないのである。変換と保持は、観

測されないまま残る。第二は、方式の限界である。帳簿の内側でさえ、制度は責任の連鎖を定義す

ることには成功したが、種別の曖昧な混合物は名称を変えて商流と国境を渡り、帳簿上は適法に閉

じた取引の下で、物質の実際の行き先は問われないままに残った。30年の運転が実証したのは、対

の記入が必要条件であって、十分条件ではないことである。両側が証言である限り、対称性は嘘を

対称に複製するだけである。

2020年代後半に起きた変化は、単一の技術ではなく、三つの構成要素が同時に利用可能になったこ

とである。これらが結合することで、人間の証言への依存が解消される。第一は、物理的な直接観

測である。収集運搬車両に統合された計量システム、訓練済みモデルを必要とせず物質構成を識別

できる画像認識、コンシューマー・エレクトロニクスのコストで展開可能なセンサーネットワーク。

第二は、自律的な解釈である。観測データの曖昧性を解決し、申告値と観測値の不整合を検知し、

その不整合に対して、事前に定められたルールの範囲でならば人間の介在なしに作動できるエージェ

ンティックAI。第三は、改ざんが検知可能で、単一の主体が支配しない記録基盤である。記録され

た観測を、いかなる当事者も事後に書き換えられないこと。この性質は分散台帳によって実現しう

るが、それに限られるわけではなく、要件は技術ではなく機能の側にある。産業規模のスループッ

トとコストでこれを満たす選択肢が、複数の系統で実用段階に入っている。これら三つの構成要素

は、いずれか単独では信頼問題を解消しない。自律的な解釈なしのセンサーは、依然として人間の

レビューを要するデータを生成する。改ざん検知不能な記録の上での解釈は、その記録管理者に

よって覆されうる結論しか生成できない。直接観測なしの記録は、もとの問題の源泉である人間の

証言を、形式化するに過ぎない。三つの収束こそが、変化を構成する。

人間の証言の解消は、一度には起こらない。信頼層が成熟するに従い、段階的に進行する。現在の

構成では、センサーが直接観測を行うが、現行モデルの解釈範囲を超えるエッジケースについて

は、人間のレビューがループに残る。モデルが改善され、蓄積された観測データが物理的現実のロ

ングテールに対する訓練を進めるに従い、このループは縮小する。人間の関与は、個々の判断を確

認することから、判断が行われるルールを設計し、ルールが解決できない紛争を処理することへと

移行する。終点は、人間の判断の排除ではなく、その配置の変更である。すべての取引の内側か
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ら、システム全体の外側へ移る。資源台帳は、この軌跡のために構築されるものであり、その上の

単一の地点のために構築されるものではない。

この収束が初めて可能にするのは、原理が要求する解像度と連続性において、複式簿記を物理的質

量に適用することである。インフローとアウトフローを直接観測し、いずれの主体も単独では支配

できない基層に記録し、いかなる単一の証言にも依存せず物理的事実へと収束する自律的プロセス

によって整合させることが、可能になる。本稿の冒頭で述べた非対称、すなわちインフロー記録の

精度とアウトフロー詳細の喪失は、誰かの怠慢や設計の誤りが生んだものではない。人間の証言と

監査という、それまで利用可能だった唯一の信頼の仕組みでは、あの解像度までしか記録を支えら

れなかった。アウトフローの記録が粗いのは、そこが上限だったからである。その上限が、いま、

引き上げられつつある。

I I I .  提 案

ここで提示する提案は、その構想において新しいものではない。20年以上前、William

McDonough と Michael Braungart は、Cradle to Cradle と、それに続く Intelligent Materials

Pooling の研究において、物質が共有のプールを通じて循環する経済の動作論理を明示した。複数の

主体が、定められた使用期間を経て、預け、引き出し、補充する経済である。この構想は、設計原

理とビジネス・アーキテクチャのレベルで規定された。当時規定できなかったもの、そしてこの構

想が要求していたものは、こうしたプールを規模を伴って信頼できるものとするための運用基盤で

あった。すなわち、預入が検証され、引出が記帳され、申告値と観測値の不整合が、いかなる単一

主体への依存もなく解決される、その手段である。ここで提示する提案は、その基盤である。資源

台帳は、物質プールという概念が、待ってきたプロトコル層である。

以下の五つの原理は、並列の要件ではない。連鎖である。各原理は、その前の原理が塞ぎきれずに

残す失敗モードを塞ぐ。五つで、連鎖は閉じる。

1. 複式簿記の物質への拡張

第一の原理は、複式簿記の物理的質量への拡張である。台帳上のすべての取引は、物質の移動を対

の記入として記録する。あるノードからのアウトフローと、別のノードへのインフローが、質量に

おいて等しく、組成において等しく、時間において等しい。記入が均衡しない場合、その取引は不

完全であり、不整合が解決されるまで未決済として残る。これは複式簿記そのものではない。複式

簿記が会計にもたらした検証原理、すなわち対称性によって誤りが露呈する仕組みを、物質フロー

に持ち込むものである。物質収支の考え方は化学工学に古くから存在するが、それを事後の分析手

法としてではなく、取引のたびに作動する連続的な検証プロトコルとして再構成する点が、ここで

の提案の核心である。
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基本的な恒等式は保存則である。ネットワーク上の任意のノードについて、任意の定められた期間

において、入った物質は、出た物質と、内部に保持された物質の変化分の合計に等しい。インフ

ローはアウトフローとストック変化の合計に等しい。この恒等式が成立するのは、質量が保存され

るからである。台帳がこの制約を課すのではなく、それを記録するのである。台帳が加えるのは、

この恒等式が、集約された質量ではなく識別可能な物質のレベルで整合されること、そしてその整

合が事後的にではなく連続的に行われること、という要件である。

恒等式の成立には、二つの境界の定義が必要である。時間境界と物質境界である。時間境界は、イ

ンフロー、アウトフロー、ストック変化が整合される期間を定める。1時間、1日、1年、実装に応じ

て選択される。期間内のストック変化は、期間終点と期間始点におけるストック残高の差であり、

期間開始前から存在する物質は、開始条件として扱われ、フローには含まれない。物質境界は、

ノード内部に保持されるものとして何を数えるかを定める。在庫、固定資産に組み込まれた物質、

長期使用される製品に含まれる物質である。両境界は実装に応じて選択されるが、いったん定めら

れた境界の中で、恒等式は厳密に成立する。境界が定義されない限り、原理は適用できない。境界

が定義されれば、どの規模を選んでも、保存方程式は厳密である。

あらゆるフローを記述するのに、三つのカテゴリの記入で十分である。移送は、物質があるノード

から別のノードへ移動することを記録する。両ノードが、互いに反対方向で記入する。変換は、物

質がノード内部で形を変えることを記録する。記入は、入力物質と出力物質、およびあらゆる残渣

を対として組む。保持は、物質が期間を通じてノード内に留まることを記録する。記入は、その物

質が移動または変換するまで持続する。あらゆる物理的移動、あらゆる化学変化、あらゆるストッ

クへの蓄積は、これら三つの組み合わせとして表現できる。

消費という日常の語は、この台帳の上では変換の一種である。燃焼は物質を消さない。燃料は排ガ

スと灰に変換され、食品は生体と呼気と残渣に変換される。エネルギーとして使われた物質も、質

量としてはどこかへ移る。保存則は破れない。破れるのは追跡である。したがって実装は、物質境

界を定めるとき、大気や水域への放散をどう扱うかを併せて選択する。境界内の環境ノードへのア

ウトフローとして記帳するか、境界外への退出として記録した上で追跡を打ち切るか、である。いず

れの場合も、退出は退出として記帳される。この台帳に存在しないのは、無言の消失だけである。

ただし、対称性が保証するものの限界を、ここで正確に述べておく。複式簿記において、対称性が

暴くのは誤りである。嘘は暴かない。架空の取引は、完璧に均衡する。貨幣の会計が500年かけて

学んだのはこのことであり、銀行と監査の連鎖が帳簿の外側に築かれたのは、このためである。対

の記入は検証の文法であって、真実の保証ではない。次の原理が存在するのは、この欠落のためで

ある。

2. 観測を、台帳の起点とする

第二の原理は、台帳上の記入が、現実についての申告からではなく、物理的現実そのものから生成

されることである。あらゆる移送、変換、保持は、それが起きる場所と時点において、物質的事実
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を登録する役割を持つ機器によって観測される。観測は、誰かによってなされた記入の根拠ではな

い。観測そのものが記入である。物理的な事象とその記録の間に、人間の証言は介在しない。

これは、信頼層の構造的な反転である。従来の構造では、記入の源は申告であった。その申告内容

に利害を持つ主体がなす申告が源であり、その申告が、検証されるとすれば、別の主体によって検

証される。資源台帳は、これを反転させる。源は観測であり、申告があれば、それは観測に照らし

て確認される。両者が乖離する場合、観測が優先される。500年かけて精緻化されてきた、しかし常

に検証コストによって制約されてきた証言の連鎖は、年々コストが下がる観測の連鎖によって置き換

えられる。

この原理が機能するためには、一つの条件が必要である。独立性は、単一の機器ではなく、観測の

連鎖の中に存在しなければならない。アウトフローを生成する当事者による自己計量は、それ単独

では、機器化された証言である。それが観測となるのは、フローの次の当事者、すなわち受領者、

運搬者、処理者による独立した計量と照合されたときである。それぞれが、異なる利害の位置か

ら、同じ物理的事象を登録する。独立性は、センサーの属性ではなく、複数のセンサーが連なって

構成するネットワークの属性である。個々の観測は、センサー誤差、サンプリング誤差、組成や水

分の変動を伴う。単一の観測が捉えるのは、真実ではなく、許容範囲を伴う推定値である。複数の

独立した観測が連なり、相互に照合されることで、その推定が物理的事実へと収束していく。

なお、現在の実装の多くにおいて、観測は混成である。質量は機器が登録するが、品目の選択や

データの確定には、人間の手が残る。原理が要求するのは、初日からの完全な自動化ではない。記

入の重心が、申告から観測へと、後戻りなく移り続けることである。

しかし、この照合は、新しい問いを開く。いま「異なる利害の位置から」と述べた。物質のフロー

において、利害は本当に異なるのか。この問いが、次の原理の主題である。

3. 自律的整合

第三の原理は、台帳上の不整合が、外部の権威に依拠せず解決されることである。同じ物理的事象

についての連結された観測が、許容範囲を超えて乖離する場合、その解決は、システム内部のメカニ

ズムによってなされる。規制当局も、監査人も、裁判所も呼び出されない。事前に定められたルー

ルに従って、台帳は進行するか、進行しないかのいずれかである。

これを可能にする条件が三つある。第一は、既に確立された構造的条件である。観測は、複数の主

体の連鎖から生成され、いかなる単一主体も、記録される結果を支配しえない。第二は、連鎖の中

の各主体が、自身の観測の正確さに対して、経済的な利害を持つことである。観測が他者と継続的

に食い違う主体は、コストを負う。継続的に一致する主体は、信頼を獲得する。コストと信頼は実

体を伴う。それらは、将来の取引へのアクセスと、相手方が応じる条件を規定する。第三は、解決

のルールそのものが、それが支配する当事者にとって改変不可能であることである。不整合がどう

評価されるか、信頼がどう更新されるか、記入が確定または保留されるか、という論理は、フロー
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の参加者がいかなる主体も単独で改変できない基層に書き込まれる。これがなければ、ルール自体

が新たな証言の場となり、反転はプロトコルのレベルで取り消される。

しかし、この機構の限界を、正面から述べなければならない。金融における照合が敵対的に働くの

は、支払う側と受け取る側の利害が対立しているからである。物質のサービス連鎖は、そうではな

い。排出者が支払い、運搬者と処理者はその受託者である。物質が最も安く消えることで、連鎖の

全員が得をする局面が、構造的に存在する。ここでは利害は対立せず、整列する。整列の仕方は単

純である。適正な処理には実費がかかる。適正処理の対価を受け取りながら、物質をより安い経路

（名目の付け替え、不適正な保管、投棄）へ流せば、その差額はそのまま剰余となる。排出者は安

い見積りを選好し、支払った後の実際の行き先を確かめる動機を持たない。上に述べた整合メカニ

ズムは、機器の誤りと、単独の主体による不正を検出する。しかし、連鎖の全員が同じ数字に合意

する協調した虚偽に対しては、照合は無力である。全員が同じ嘘をつくとき、帳簿は完璧に均衡す

る。この失敗モードは、検証の技術では塞げない。塞ぐのは、次の原理である。

これによって人間に残されるのは、証言の仕事ではなく、設計の仕事である。そして、その設計の

中心にあるのは、観測ではなく分類の問題である。物質を測ることは、いまや比較的容易になっ

た。難しいのは、測ったものが何であるかを定義することである。汚れた樹脂、複数のポリマーの

混合物、食品残渣の付着した包装、複合材。現実の物質は、明確な種別の境界を持たない。台帳が

記録する「識別可能な物質」は、自明に存在するのではなく、分類のオントロジーによって構成さ

れる。このオントロジーをどう定め、境界の曖昧な物質をどう扱い、新しい物質をどう既存の体系

に位置づけるか。これは観測技術だけでは解けない。分類の体系と、それを運用する人間と機械の

協働を要する。人間の証言の役割は、取引のレベルで密であったものが、排除されるのではなく、

システム全体のレベルへと再配置される。システムの内側では、台帳の記入は人間の介在なしに生

成され、確定する。システムの外側では、人間が、システムが稼働する条件を定める。

4. 重力場

第四の原理は、協調した虚偽を破るものについてである。それは検証ではない。需要である。

Bitcoin のマイナーが正直に振る舞うのは、参加者が善良だからではない。ブロック報酬が、正直を

最も収益的な戦略にしているからである。セキュリティは道徳からではなく、予算から生まれる。資

源台帳における報酬は、検証済みの物質が、証言しか持たない物質に対して獲得するプレミアムで

ある。観測が台帳上に直接記録された物質は、検証可能な組成、追跡可能な起源、監査可能な行き

先を持つ。そのように記録されない物質は、代わりに証言を持つ。基層がまさに置き換えるために

設計された、その形の証拠である。両者の間の価格差、すなわち検証プレミアムこそが、この台帳

のセキュリティ予算である。連鎖の全員が共謀して物質を安く消すことで得られる剰余よりも、検

証済みであることのプレミアムが大きいとき、そのときに限り、正直な観測は支配的戦略となる。

このプレミアムの支払い手は、かつて存在しなかったが、いまは着席しつつある。II章で述べた転換

が、それを創出したからである。輸出規制は、出所の証明された物質に価格を付けた。Digital
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Product  Passport  は、検証可能な材料情報の提出を市場アクセスの条件に変えつつある。包装への

再生材含有を義務づける EU の包装・包装廃棄物規則(PPWR)や、持続可能航空燃料の混合を義務づ

ける ReFuelEU Aviation のように、認証された再生素材そのものに法定の需要を創出する規則も、

既に施行の段階に入った。Scope  3  の算定義務を負う最終需要家は、認証された再生材の調達に、

規模を伴う予算を割り当て始めている。任意であった道徳的需要は退場したが、構造に組み込まれ

た主権的需要は退場しない。台帳の正直さがこの需要の上に立つことは、設計の脆さを意味しな

い。Bitcoin のセキュリティがブロック報酬の経済価値の上に立つのと、同型の構造だからである。

需要が立てば、普及は説得を要しない。すでに台帳上に存在する質量の重力的引力によって進行す

る。基層に十分な物理的質量が記録され、外側にとどまるコストが接続するコストを超えた地点

で、ネットワーク上のノードと取引する主体は、構造的な選択に直面する。基層に接続するか、そ

のノードのフローへのアクセスを失うか、である。接続された相手方は、署名された契約が口頭の

約束より選好されるのと同じ理由で、選好される。検証のコストは低く、紛争のリスクは低く、決

済の速度は高い。やがて、基層に接続されていない主体は、拒絶されるのではない。単に選ばれな

くなるだけである。閾値は、信念、イデオロギー、環境への関心の関数ではない。それは、質量の

関数である。

ここで、基層の中立性について、一つの先例から学んでおく必要がある。単一主体が支配しない、

という要件は、理想主義ではない。Maersk は、世界最大級の海運物量を自社と IBM の構築した基

盤  TradeLens  に載せたが、2023年、それは停止した。公式に挙げられた理由は、業界全体の協調

が達成されなかったこと、である。競合他社は、ライバルの支配する基層に自らのフローを接続し

なかった。質量は引力を生むが、基層が単一の参加者に所有されているとき、同じ質量は斥力へと

転じる。中立性は、相次いで停止したコンソーシアム型基層の教訓から導かれる、生存条件であ

る。

しかし、重力は質量の関数である。ならば、質量がゼロのとき、引力もゼロである。最初のノード

は、なぜ接続するのか。この問いに答えるのが、最後の原理である。

5. 適合層

答えは、ネットワークの外にある。最初のノードは、ネットワークのために接続するのではない。

単独で、初日から、回収するために接続する。

第五の原理は、物理的物質を統治する既存の制度的枠組みとの互換性である。資源台帳は、既存の

法令や標準が要求するマニフェスト、報告書、認証書類、開示文書を、置き換えようとしない。そ

れらを生成する。基層レベルで記録された物質情報は、規制当局、認証機関、既存のプロトコルが

規定する形式で、要求に応じて出力される。基層は、直接観測、対の記入、自律的整合という、自

らの論理によって動作する。提示層は、それを読み取るいかなる枠組みの論理によっても動作す

る。両層は独立であるよう設計されている。プロトコルが、いかなる枠組みにも従属することな

く、いかなる枠組みにも奉仕できるようにするためである。
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その帰結として、コンプライアンスの相当部分は、独立した活動ではなくなる。行政への報告は、

制度が求める限り残る。しかしその作成は、申告を組み立てる作業ではなく、基層からの出力にな

る。基層が一度書き込まれれば、それは、追加の申告なしに、要求されるあらゆる形式に出力され

うる。そして、台帳を共有する民間の当事者の間では、報告という往復そのものが不要になる。そ

の報告を読む主体、すなわち規制当局、監査人、認証機関は、慣れ親しんだ形式で報告を受け取

る。彼らは、それを生成した基層を理解する必要がない。既存の枠組みは稼働を続ける。それらは

単に、本来読み取るために設計されていたものより信頼性の高い情報源の、消費者となる。置き換

えは要求されず、必要でもない。変化するのは、既存の枠組みが受け取る情報の質である。

そして、この互換性は単なる相互運用の配慮ではなく、プロトコルの冷始動エンジンである。マニ

フェストの作成、行政報告、開示文書といった、現に存在する事務の負担が、接続した単独のノー

ドにおいて、ネットワークの成立を待たずに消える。最初のノードが接続する理由は、台帳の未来

にではなく、そのノードの今日の損益計算書にある。ネットワークの価値は、その後から、記録さ

れた質量とともに立ち上がる。

五つの原理

これら五つの原理は、並列の列挙ではなく、一つの連鎖である。対称性が、誤りを暴く。観測が、

記入から証言を排除する。整合が、機器の誤りと単独の不正を検出する。需要が、協調した虚偽を

不採算にする。適合層が、ネットワークの存在しない初日に、接続の理由を与える。各原理は、前

の原理が残す失敗モードを塞ぎ、五つで連鎖は閉じる。本稿の主張は、これが必要な最小限であ

り、規定してよい最大限だ、ということである。これより少なければ、20年前に構想された物質

プールは規模を伴って稼働しえず、これより多ければ、プロトコルは実装者に委ねられるべき選択に

まで踏み込むことになる。この主張の当否そのものが、続く仕事と批判に開かれている。ここで規

定したのは、物質フローが、500年にわたってそうしたシステムを制約してきた信頼層に依拠せず、

記録され、検証され、決済されうる、その論理である。ここで規定していないのは、個々の実装が

取るべき形である。プロトコルは一つであっても、実装は一つにはならない。

I V.  四 つ の 問 題

本稿は、解かれていないものを明記して閉じる。この台帳が規模を伴って稼働するまでに、解かれ

なければならない問題が四つある。

第一に、分類問題。 測られたものが何であるかを、誰が、どう定義するか。台帳が記録する「識別

可能な物質」は、分類のオントロジーによって構成される人工物であり、現実の物質は種別の明確

な境界を持たない。オントロジーの設計、境界事例の裁定、新素材の位置づけ。いずれも観測技術

だけでは解けず、分類体系とそのガバナンスを要する。循環経済の最も深い困難は、計測の精度では

なく、この分類にある。
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第二に、整列利害問題。 物質のサービス連鎖では、金融と異なり、当事者の利害が対立せず整列す

る局面が構造的に存在する。連鎖の全員が同じ嘘に合意するとき、照合は無力である。本稿は構造

的な答えを与えた。検証プレミアムが共謀の剰余を上回るとき、正直は支配的戦略となる(原理4)。

しかし、その不等式がすべてのノードで成立する定量的条件は、確立されていない。

第三に、許容問題。 個々の観測は、センサー誤差、サンプリング誤差、水分と組成の変動を伴う。

誤検知を避けるために許容範囲を広げれば、検証力そのものが失われる。整合が意味を持つための

信号対雑音比の条件は、確立されていない。この問題は、台帳がどこから始まるかを規定する。検

証の信号が雑音を上回るのは、価値密度が高く、カテゴリが安定した物質からである。クリティカ

ルミネラル、電池材料、電子機器廃棄物といった、都市鉱山と呼ばれてきた領域は、主権的需要が

既に存在する場所と、信号対雑音比が成立する場所とが、正確に重なる交点である。台帳はここか

ら始まり、観測コストの低下とともに、混合廃棄物へと降りていく。

第四に、冷始動問題。 ネットワークが存在する前に、誰が最初に接続するか。本稿は構造的な答え

を与えた。適合層が、単独のノードに初日からの回収を与える(原理5)。しかし、単独ノードの価値

が接続コストを上回る条件は法域と業種に依存し、その実証はこれからである。

二つの問題(整列利害・冷始動)には、本稿は構造的な答えを与えた。二つの問題(分類・許容)は開い

たまま残り、本稿に続く仕事に引き継がれる。四つを本稿の側から先に示したのは、これらが本稿

の主張の急所であると同時に、この領域の研究がこれから進む道筋そのものだからである。

結 語

提案したものは、一つの拡張である。500年にわたって貨幣的価値に適用されてきた複式簿記の原理

が、いま、物理的質量に適用される。あるノードからのアウトフローは、別のノードへのインフ

ローであり、質量において等しく、組成において等しい。それは、証言によってではなく観測に

よって記録され、権威によってではなく、検証済みであることの価値によって、正直に保たれる。

冒頭で述べた非対称、すなわちインフローは識別され、アウトフローは失われるという非対称は、

誰かの意志や怠慢が生んだものではなかった。人間の証言に依拠し、常に部分的にしか検証されえ

ないほど高いコストで監査されてきた信頼の仕組みが、支えることのできた記録の上限であった。

その上限が、いま、引き上げられつつある。物質が、その移動の現場で観測され、その観測が中央

の権威なしに整合されるとき、アウトフローはインフローと同じだけ可読になる。台帳が、両側で

閉じる。

その帰結は、時間において測られる。識別された物質は、使用へと戻されうる。識別された物質

は、人類の経済を桁違いに上回る時間軸へと委ねられる必要がない。物質が移動するあらゆる領域

に台帳が広がるにつれ、物質の回帰サイクルは、それを使う経済の時間軸に向かって収縮する。現
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在の非対称から生じる症状、すなわち枯渇、蓄積、惑星境界の超過は、その根において、帳簿の片

側にとどめられた物質の症状である。

質量はつねに保存されてきた。出ていくものは、必ずどこかにある。物質は、はじめから二つの側

面を持っていた。記録が、ようやくその対称性に追いつく。

本稿には、続く仕事を予定している。ひとつは、記入のスキーマ、整合の規則、許容のモデルを

オープンな仕様として規定する仕事。もうひとつは、稼働中の実装から得られる実整合データによっ

て、許容問題に数字で答える仕事である。

大村 拓輝 — 2026年。本稿はワーキングペーパーであり、引用と批判に開かれている。

付 録  —  最 小 形 式 核

本付録は、続く仕様の仕事で規定される核となる最小の形式を、素描として示す。

記入。 台帳上の記入は、次のタプルとして定義される。

e = (n_from, n_to, t, c, m, o, i)

n_from / n_to は移動元・移動先のノード、t は観測時刻、c は分類オントロジー上の物質クラス、

m は質量、o は観測の識別子、i は観測を生成した機器の識別子である。変換の記入は n_from =

n_to  とし、入力クラスと出力クラス(残渣を含む)の集合を対とする。保持の記入は、ノード  n・ク

ラス c のストック残高 S_n(c, t) として表現される。

保存恒等式。 任意のノード n、物質クラス c、期間 [t₀, t₁] について:

Σ inflow(n, c) − Σ outflow(n, c) = S_n(c, t₁) − S_n(c, t₀) ± τ(c)

τ(c)  は物質クラスに固有の許容範囲であり、水分・サンプリング・機器誤差の合成として定義され

る。τ の設計は許容問題(IV章)そのものであり、続く運用データの仕事によって較正される。

状態機械。 記入は三つの状態を持つ。

未決 (pending) → 確定 (confirmed) | 係争 (disputed)

対の記入が  τ(c)  の範囲内で照合されたとき、記入は確定する。照合が期限内に成立しないか、乖

離が  τ(c)  を超えるとき、記入は係争に移行し、乖離の源が特定されるまで決済されない。各主体

の信頼値は、照合の一致履歴の関数として更新され、将来の取引条件に反映される。信頼更新関数

の形は、仕様の仕事で規定する。
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註（刊行版に脚注として付す事実根拠）

複式簿記の体系化:Luca Pacioli, Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità(ヴェ

ネツィア、1494)。複式簿記に関する史上初の体系的な印刷論文。パチョーリは発明者ではなく体系化者で

ある。

世界の物質投入量と循環率:年間投入約1,060億トン、二次資源率6.9%(2018年の9.1%から低下)。Circle

Economy & Deloitte, Circularity Gap Report 2025(2025年5月)。CGR 2026 も同数値を再確認。

惑星境界:2025年9月時点で九つのうち七つが超過(海洋酸性化が七番目)。Stockholm Resilience Centre /

Planetary Boundaries Science Lab, 2025。

クリティカルミネラルの輸出規制:中国は2023〜2025年にかけてガリウム・ゲルマニウム(2023)、黒鉛

(2023)、アンチモン(2024)、タングステン(2025)、中・重希土類および希土類・リチウム電池加工技術

(2023〜2025)を段階的に規制対象化。

Global Circularity Protocol:WBCSD と One Planet Network(UNEP ホスト)が2025年11月 COP30 で発

表。

EU DPP / ESPR:ESPR は2024年7月施行。DPP レジストリは2026年7月までに整備。バッテリーパスポー

トは EU 電池規則(2023/1542)に基づき2027年2月適用。

ISO/IEC JTC 5:2026年設立、DPP のグローバル標準を策定(事務局 DIN)。

日本のマニフェスト制度:1990年行政指導により導入、1991年法改正を経て1993年4月に特別管理産業廃棄

物へ法定化、1998年12月に全産業廃棄物へ拡大(同時に電子マニフェスト JWNET 運用開始)、2020年4月

に特別管理産業廃棄物の多量排出事業者へ電子化義務化。対象は委託処理される産業廃棄物のみ(廃棄物処

理法12条の3)。運用規模は年間約7,000万件、2025年度の電子登録は約4,750万件(電子化率67.9%)。産業

廃棄物総排出量約3.74億トン(2022年度)のうちマニフェスト対象=委託処理分は約1.6億トン。自己処理分

(委託を伴わない場内処理。汚泥の場内脱水・焼却等)にはマニフェストが発生しない。事業系一般廃棄物約

1,194万トンは国のマニフェスト対象外だが、一部自治体は大規模事業者に独自の管理票・減量計画等を課

す。環境省・JWNET。

再生材の法定需要:EU 包装・包装廃棄物規則 PPWR(Regulation (EU) 2025/40、2025年2月発効。プラス

チック包装への再生材含有目標は2030年から)、ReFuelEU Aviation(Regulation (EU) 2023/2405、SAF混

合義務は2025年1月から)。

TradeLens:Maersk と IBM による海運ブロックチェーン基盤。2022年11月29日に事業終了を発表、2023

年第1四半期に停止。公式理由は「業界全体の協調が達成されず、独立事業として必要な商業的採算性に到

達しなかった」(Maersk, 2022)。

McDonough & Braungart:Cradle to Cradle(2002)および Intelligent Materials Pooling(2001〜2002)。

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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